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   熊 谷 市 公 共 施 設 等 に お け る モ バ イ ル ル ー タ ー の  

貸 出 し に 関 す る 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し 、 誰 も が 自 律 的

に 幸 せ を 追 い 求 め る こ と が で き る 「 や さ し い 未 来 発 見 都 市

熊 谷 」 の 実 現 を 目 指 し 、 市 民 目 線 の デ ー タ 整 備 と 活 用 を 図

る た め の 環 境 の 確 保 を 図 る た め 、 市 内 公 共 施 設 等 に お い て

施 設 利 用 者 （ 条 例 等 に 基 づ き 利 用 の 許 可 を 受 け 利 用 す る 者

に 限 る 。 ） に 貸 し 出 す モ バ イ ル ル ー タ ー に 関 し 、 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 対 象 施 設 ）  

第 ２ 条  モ バ イ ル ル ー タ ー を 利 用 者 に 貸 出 す 施 設 は 、 以 下 の

施 設 と す る 。  

⑴  大 里 ふ れ あ い セ ン タ ー  

⑵  男 女 共 同 参 画 推 進 セ ン タ ー 「 ハ ー ト ピ ア 」  

⑶  商 工 会 館  

⑷  中 央 公 民 館 （ 市 民 ホ ー ル 、 妻 沼 中 央 公 民 館 及 び 地 域 公 民

館 を 含 む 。 ）  

⑸  ス マ ー ト シ テ ィ 関 連 ワ ー ク シ ョ ッ プ 等 を 開 催 す る 施 設  

⑹  そ の 他 市 長 が 認 め る 施 設  

（ モ バ イ ル ル ー タ ー の 利 用 ）  

第 ３ 条  モ バ イ ル ル ー タ ー の 貸 出 し 及 び 利 用 は 無 料 と す る 。  

２  モ バ イ ル ル ー タ ー の 貸 出 し を 受 け よ う と す る 者 は 、 こ の

要 綱 に 同 意 の 上 、 貸 出 を 受 け よ う と す る 施 設 に 施 設 の 利 用

申 込 時 か ら 利 用 当 日 ま で に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 適

当 と 認 め た と き は 、 モ バ イ ル ル ー タ ー を 貸 し 出 す も の と す
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る 。  

４  モ バ イ ル ル ー タ ー の 利 用 に 係 る 利 用 者 の 通 信 機 器 の 設 定

は 、 利 用 者 が 行 う も の と す る 。  

５  モ バ イ ル ル ー タ ー の 利 用 に 当 た り 必 要 と な る 通 信 機 器 及

び 附 属 品 は 、 利 用 者 が 準 備 す る も の と す る 。 ま た 、 イ ン タ

ー ネ ッ ト に 接 続 す る 通 信 機 器 の セ キ ュ リ テ ィ 対 策 は 、 利 用

者 が 行 う も の と す る 。  

 （ 遵 守 事 項 ）  

第 ４ 条  利 用 者 は 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な

い 。  

⑴  モ バ イ ル ル ー タ ー の 設 定 変 更 を 行 わ な い こ と 。  

⑵  許 可 さ れ た 公 共 施 設 内 で 利 用 す る こ と と し 、 許 可 な く  

外 部 へ の 持 ち 出 し は し な い こ と 。  

⑶  使 用 目 的 を 達 成 す る た め の み に 利 用 す る こ と と し 、 不  

要 な 端 末 等 の 接 続 は 行 わ な い こ と 。  

⑷  破 損 や 故 障 に つ な が る 行 為 を し な い こ と 。 他 者 に よ る 破

損 や 盗 難 等 、 危 険 行 為 に さ ら さ れ な い よ う 適 正 管 理 に 努 め

る こ と 。 故 障 ・ 破 損 ・ 紛 失 し た 場 合 は 、 速 や か に 施 設 管 理

者 へ 報 告 す る こ と 。  

 （ 禁 止 行 為 ）  

第 ５ 条  利 用 者 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。  

 ⑴  第 三 者 又 は 市 に 不 利 益 若 し く は 損 害 を 与 え る 行 為 、 若

し く は 与 え る 恐 れ の あ る 行 為  

 ⑵  公 序 良 俗 に 反 す る 行 為 若 し く は そ の お そ れ の あ る 行 為

又 は 公 序 良 俗 に 反 す る 情 報 を 提 供 す る 行 為  

 ⑶  不 法 行 為 若 し く は 犯 罪 的 行 為 又 は そ の お そ れ の あ る 行

為  
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 ⑷  個 人 情 報 や プ ラ イ バ シ ー を 考 慮 せ ず 、 本 人 の 許 可 な く

画 像 や 映 像 を 配 信 す る 行 為  

 ⑸  前 各 号 に 掲 げ る 行 為 の ほ か 、 市 が 不 適 切 で あ る と 判 断

す る 行 為  

２  前 項 に 該 当 す る 利 用 者 の 行 為 に よ っ て 市 、 利 用 者 及 び 第

三 者 に 損 害 が 生 じ た 場 合 は 、 利 用 者 は 全 て の 法 的 責 任 を 負

う も の と す る 。  

（ 貸 出 し の 中 止 ）  

第 ６ 条  市 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、 モ バ イ ル

ル ー タ ー の 貸 出 し を 中 止 で き る も の と す る 。  

⑴  災 害 、 事 故 そ の 他 の 非 常 事 態 に よ り 、 モ バ イ ル ル ー タ ー

の 貸 出 し が 実 施 で き な く な っ た 場 合  

⑵  モ バ イ ル ル ー タ ー の 故 障 、 紛 失 等 、 や む を 得 な い 事 由

が あ る 場 合  

⑶  前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 市 が モ バ イ ル ル ー タ ー の

貸 出 の 中 止 が 必 要 と 判 断 し た 場 合  

（ 免 責 ）  

第 ７ 条  モ バ イ ル ル ー タ ー の 貸 出 の 遅 滞 、 変 更 又 は 中 止 、 利

用 者 の 通 信 機 器 の コ ン ピ ュ ー タ ウ イ ル ス 感 染 等 に よ る 被

害 、 デ ー タ の 破 損 、 漏 洩 、 そ の 他 モ バ イ ル ル ー タ ー の 利 用

に 関 連 し て 発 生 し た 利 用 者 又 は 第 三 者 の 損 害 に つ い て 、 市

は 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

２  利 用 者 が イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 利 用 し た 有 料 サ ー ビ ス に つ

い て は 、 そ の 理 由 に 関 わ ら ず 、 当 該 利 用 者 が 費 用 を 負 担 す

る も の と す る 。  

３  利 用 者 の 通 信 機 器 の 機 種 、 Ｗ Ｅ Ｂ ブ ラ ウ ザ 等 に よ っ て 、

モ バ イ ル ル ー タ ー を 利 用 で き な い 場 合 が あ っ て も 、 市 は 一
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切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

４  利 用 者 が モ バ イ ル ル ー タ ー を 利 用 し た こ と に よ り 、 第 三

者 と の 間 に 生 じ た 紛 争 等 に つ い て 、 市 は 一 切 の 責 任 を 負 わ

な い も の と す る 。  

 （ 利 用 者 情 報 の 記 録 及 び 利 用 ）  

第 ８ 条  市 は 、 本 サ ー ビ ス を 通 じ て 取 得 し た 情 報 を 、 利 用 状

況 調 査 や 障 害 解 析 、 サ ー ビ ス 内 容 の 充 実 、 行 政 機 関 等 か ら

の 調 査 や 捜 査 に 関 す る 協 力 要 請 の た め に 利 用 で き る も の と

す る 。  

（ 本 要 綱 の 変 更 ）  

第 ９ 条  市 は 、 利 用 者 の 承 諾 を 得 る こ と な く 、 こ の 要 綱 を 変

更 す る こ と が で き る 。  

（ 指 定 管 理 者 が 管 理 す る 施 設 に 関 す る 読 替 え ）  

第 10条  指 定 管 理 者 が 管 理 す る 施 設 に 係 る こ の 要 綱 の 適 用 に

つ い て は 、 第 ３ 条 中 「 市 」 と あ る の は 「 指 定 管 理 者 」 と 、

第 ５ 条 、 第 ６ 条 及 び 第 ７ 条 中 「 市 」 と あ る の は 「 市 又 は 指

定 管 理 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 （ 事 務 等 の 取 扱 い ）  

第 11条  モ バ イ ル ル ー タ ー の 調 達 、 契 約 及 び 支 払 い 等 の 事 務

並 び に 関 係 課 と の 調 整 及 び 取 り ま と め に つ い て は 、 市 長 公

室 政 策 調 査 課 に お い て 処 理 す る 。  

２  施 設 利 用 者 へ の モ バ イ ル ル ー タ ー の 貸 出 し 、 返 却 、 貸 出

し の 中 止 、 故 障 の 有 無 等 の 確 認 及 び 政 策 調 査 課 と 予 備 機 の

貸 出 し の 調 整 等 に 係 る 事 務 は 施 設 又 は 施 設 所 管 課 が 処 理 す

る 。  

（ 委 任 ）  

第 12条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定
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め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 １ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


